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センターは聴覚障害者の情報・意思疎通支援の拠

点施設です。そして，手話通訳者養成事業はセンター

事業の柱の一つです。 

本年度の手話通訳者統一試験の合格者は１５人で

した。3 月 16 日（土）に，統一試験合格証授与式・研修

会が行われ，合格した皆さんは手話通訳者としてスタ

ートしました。合格した皆さん，すでに手話通訳活動を

行っている皆さん，あるいはこれから手話通訳者を目指

そうとする皆さんが留意すべきことは何でしょうか？ 

1999 年に示された 「手話奉仕員及び手話通訳者

の学習指導要領」の「養成にあたっての基本的視点」の

①と④には，以下のように述べられています。①聴覚障

害のある者が，ない者と真に対等・平等の立場で社会

参加するためには，情報の保障，コミュニケーションの

保障及び自己決定できる条件等の保障が不可欠であ

る。④手話奉仕員及び手話通訳者は，取得した専門的

知識や技術を用いて聴覚障害者へのコミュニケーショ

ン保障等に関わるが，決して保護的立場や指導者的

立場ではない。あくまでも人間として対等・平等であるこ

とを充分に認識して活動や業務を行う必要がある。 

①で，「聴覚障害のある者が，ない者と真に対等・平

等の立場で社会参加するために」とあるのはどうしてで

しょうか？未だに聴覚障害者は聴者と対等・平等に社

会参加できにくいという現実があるからです。④で手話

通訳者は聴覚障害者に対して，「決して保護的立場や 

 

 

 

 

 

指導的立場ではない」とわざわざ断っているのはどう

してでしょうか？ともすると保護的立場や指導的立場に

陥りがちになる現実があるからです。 

そして，これは，手話通訳者のみならず，意思疎通

支援を行う皆さんも，センター職員も頭に入れておかね

ばなりません。 

センターの理念は，「聴覚障害者の自立と社会参加」

です。 

昨年７月の災害では，広島県の聴覚障害者が手話

通訳者・手話のできる人たちと連携し，災害ボランティ

アを行いました。広島県ろうあ連盟では，ろうあ協会会

員のみならず，難聴者・中途失聴者，協会に所属しな

いろう者たちに幅広くボランティア参加の呼びかけを行

い，被災者への支援と交流が繰り広げられました。これ

は聴覚障害者の自立と社会参加のモデルケースともな

る取り組みでした。 

手話通訳者のみならず，意思疎通支援を行う皆さん，

センター職員の皆さんが，聴覚障害者が真に対等・平

等の立場で自立し，社会参加するために，情報の保障，

コミュニケーションの保障を行っていただければと思い

ます。 

私事になりますが，2019 年３月で広島県聴覚障害者

センターを退職しました。短い間でしたが，皆様から温

かい叱咤激励の言葉をいただき，感謝しております。 

ありがとうございました。（松岡） 
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手話通訳を行う皆さん，意思疎通支援を行う皆さん，センター職員の皆さんへ 

２月 17 日には第２回 広島県聴覚障害者災害対策本

部会が開かれました。これは，広島県聴覚障害者センタ

ーが中心となって当事者団体と支援者団体によびかけた

ものです。９団体の出席があり，広島県障害者支援課の

出席もありました。 

 

広島県聴覚障害者情報センターの予算枠に防災関連の

枠はありません。しかし，他のセンターに災害対策を聞い

てみますと， 

〇帰宅困難者キットを買っておく。 

〇当事者団体や支援者団体から備蓄品の寄付がある。 

〇防災学習会を開催し，参加費を全額非常食の更新に

あてる。防災学習会では期限切れ間近の非常食を参加

費者に配付している。 

〇通訳者養成講座の講師へのペットボトル支給として水

をまとめ買いしておく。 


